
お知らせお知らせ

安
全
の
確
保
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。

主
任
児
童
委
員
と
は
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
う
ち
、
担
当
区
域
を
持
た
ず
、

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
的
に
担

当
す
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。
児
童
福
祉
関
係
機
関
と
の
連

絡
調
整
や
地
域
の
児
童
委
員
と
連
携
し
な

が
ら
、
課
題
を
抱
え
る
子
育
て
家
庭
へ
の

支
援
を
は
じ
め
と
し
た
児
童
健
全
育
成
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、
法
律
に

基
づ
く
守
秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
内
容
の

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

「
２
０
２
０
年 

工
業
統
計
調
査
」
を

行
い
ま
す

工
業
統
計
調
査
は
、
わ
が
国
の
工
業
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
、
統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義
務
が
あ
る

重
要
な
統
計
で
す
。
調
査
結
果
は
中
小
企

業
施
策
や
地
域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と

し
て
利
活
用
さ
れ
ま
す
。

調
査
時
点
は
今
年
6
月
1
日
で
す
。
対

象
と
な
る
事
業
所
に
は
調
査
員
が
連
絡
ま

た
は
訪
問
し
ま
す
。

調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

問

総
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

献 

血

◆
◆
◆

５
月
の
献
血

●
5
月
6
日
（
水
・
祝
）

・
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
有
田
川

店　

10
時
～
12
時
・
13
時
～
16
時
30
分

●
5
月
19
日
（
火
）

・
金
屋
庁
舎　

10
時
～
12
時
・
13
時
～
16
時

●
5
月
25
日
（
月
）

・
株
式
会
社
坂
口
製
作
所
和
歌
山
工
場　

10
時
～
12
時
30
分

・
清
水
行
政
局　

14
時
～
16
時

問

健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

案 

内

◆
◆
◆

文
化
財
保
護
審
議
会

町
内
に
所
在
す
る
文
化
財
を
調
査
し
、
保

護
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
る
文
化
財
保
護
審

議
会
の
委
員
と
し
て
次
の
方
々
が
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
（
敬
称
略
）。
今
年
度
か
ら
津
田
清

文
さ
ん
・
中
西
和
彦
さ
ん
・
白
藤
邦
子
さ
ん

の
３
人
が
新
た
に
委
員
と
な
り
ま
し
た
。
委

員
の
任
期
は
、
令
和
２
年
（
2
0
2
0
年
）

４
月
１
日
か
ら
の
２
か
年
で
す
。

川
岸 

光
司
（
徳
田
）

河
島 

一
昭
（
植
野
）

津
田 

清
文
（
天
満
）

若
宮 

陽
子
（
長
田
）

鍛
地 

秀
和
（
西
ケ
峯
）

竹
本 

ゆ
り
子
（
瀬
井
）

中
西 

和
彦
（
糸
野
）

吉
松 

敏
隆
（
吉
原
）

今
井 

敏
郎
（
粟
生
）

白
藤 

邦
子
（
杉
野
原
）

杉
澤 

純
次
（
清
水
）

鶴
田 

倫
雄
（
楠
本
）

松
本 

博
光
（
杉
野
原
）

問

社
会
教
育
課
（
金
屋
庁
舎
）

5
月
12
日
は

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

有
田
川
町
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
97

人
は
、
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会

が
発
表
し
た
「
支
え
あ
う　

住
み
よ
い
社

会　

地
域
か
ら
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、

地
域
の
皆
さ
ま
の
立
場
に
立
っ
て
、
安
全

で
安
心
な
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
、
多
く
の
機
関
と
連
携
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
公
務
員

で
す
。
地
域
の
一
員
と
し
て
住
民
の
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
行
政
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
専
門
機

関
へ
と
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
活
動
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
見
守
り
役
と

し
て
、
定
期
的
な
訪
問
や
、
児
童
の
登
下

校
時
の
見
守
り
活
動
な
ど
を
行
い
、
高
齢

者
や
障
害
者
世
帯
、
子
ど
も
た
ち
の
安
心

大
規
模
な
土
地
取
引
に
は

届
け
出
が
必
要

国
土
利
用
計
画
法
は
、
土
地
の
投
機
的

な
取
引
や
地
価
の
高
騰
を
抑
制
す
る
と
と

も
に
、
無
秩
序
な
土
地
利
用
な
ど
を
防
止

す
る
た
め
、
大
規
模
な
土
地
取
引
に
つ
い

て
届
け
出
制
を
設
け
て
い
ま
す
。

一
定
面
積
以
上
の
土
地
に
つ
い
て
は
、

売
買
な
ど
の
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
、
土

地
の
利
用
目
的
な
ど
に
つ
い
て
届
け
出
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
一
定
面
積
以
上
の
土
地
と
は

・
都
市
計
画
区
域
内
／
５
０
０
０
㎡
以
上

・
都
市
計
画
区
域
外
／
１
万
㎡
以
上

※
個
々
の
面
積
は
小
さ
く
て
も
、
取
得
す
る

土
地
の
合
計
面
積
が
前
述
の
面
積
以
上
と

な
る
場
合
に
は
、
個
々
の
取
引
ご
と
に
届

け
出
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
土
地
売
買
な
ど
の
契
約
／
売
買
、
交
換
、

共
有
持
分
の
譲
渡
、営
業
譲
渡
、譲
渡
担
保
、

地
上
権
・
賃
借
権
の
設
定
・
譲
渡
な
ど

※
こ
れ
ら
の
取
引
の
予
約
で
あ
る
場
合
も

含
み
ま
す
。

●
そ
の
他

・
届
け
出
は
土
地
の
権
利
取
得
者
（
買
主

な
ど
）
が
行
い
ま
す
。

・
契
約
し
た
日
を
含
め
て
２
週
間
以
内
に

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

・
届
け
出
が
不
要
な
場
合
も
あ
る
の
で
、

契
約
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問

建
設
課
（
吉
備
庁
舎
）
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